
　一　

年
金

　

⑴ 　

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
調
整
に
当
た
っ
て
は
名
目
下
限
方
式
を

堅
持
す
る
こ
と
。
ま
た
、
基
礎
年
金
受
給
者
に
つ
い
て
、
調
整
に
よ
る
年

金
額
抑
制
が
生
活
保
障
機
能
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
適
用
除
外
を
含

め
て
調
整
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
。

　

⑵ 　

短
時
間
労
働
者
の
被
用
者
年
金
加
入
に
つ
い
て
二
〇
一
六
年
施
行
予
定

の
五
要
件
を
前
倒
し
で
見
直
し
、
速
や
か
に
か
つ
抜
本
的
に
拡
大
す
る
こ

と
。
必
要
に
応
じ
て
「
僅
少
労
働
年
金
」
を
参
考
に
し
た
制
度
を
導
入
す

る
こ
と
。

　

⑶ 　

年
金
受
給
者
の
選
択
権
を
前
提
に
、
基
礎
年
金
拠
出
期
間
延
長
お
よ
び

受
給
開
始
年
齢
選
択
幅
拡
大
を
検
討
す
る
こ
と
。
在
職
老
齢
年
金
は
就
労

に
よ
る
労
働
参
加
率
向
上
を
促
す
よ
う
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
。

　

⑷　

年
金
積
立
金
運
用

　
　

① 　

公
的
年
金
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
専
ら
被
保
険
者
の
利
益
の
た
め
運

用
す
る
こ
と
。

　
　

② 　

運
用
方
針
の
検
討
・
決
定
に
つ
い
て
は
被
保
険
者
代
表
が
参
加
す
る

合
議
機
関
を
設
け
そ
の
同
意
を
得
て
行
う
こ
と
。
ま
た
、
合
議
機
関
の

委
員
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
と
な
る
業
界
構
成
員
を
除
外
す
る
と
と
も
に
、

退
任
後
も
一
定
期
間
回
転
ド
ア
型
の
業
界
再
就
職
を
制
限
す
る
こ
と
。

　
　

③ 　

政
府
が
日
銀
の
金
融
緩
和
と
一
体
で
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
に
強
要
し
た
株
式
投

資
比
率
拡
大
方
針
を
撤
回
す
る
こ
と
。

　
　

④ 　

株
式
運
用
投
資
で
は
国
連
が
呼
び
か
け
た
「
社
会
責
任
投
資
」
を
推

進
す
る
こ
と
。

二　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

　

⑴ 　

地
域
で
、
高
齢
者
の
状
態
に
即
応
し
、
高
齢
者
が
選
択
で
き
る
統
合
さ

れ
た
医
療
・
介
護
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
確
立
す
る
こ
と
。

街
づ
く
り
と
一
体
で
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
基
盤
を
整
備
し
、
サ
ー
ビ
ス

提
供
者
の
連
携
を
実
現
す
る
こ
と
。

　

⑵ 　

デ
ー
タ
に
基
づ
く
地
域
医
療
ビ
ジ
ョ
ン
・
介
護
事
業
計
画
に
よ
り
、
医

療
・
介
護
の
資
源
偏
在
を
計
画
的
に
是
正
し
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
を
整

備
す
る
こ
と
。
と
り
わ
け
、
地
域
包
括
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化
と
居

宅
系
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
を
急
ぐ
こ
と
。

　

⑶ 　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
確
立
の
た
め
に
不
可
欠
な
人
材
を
育
成
・
確

保
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
財
政
基
盤
を
整
備
す
る
こ
と
。

　

⑷ 　

地
方
自
治
体
・
事
業
者
・
市
民
と
協
議
し
、
合
意
形
成
を
図
り
な
が
ら

確
実
か
つ
速
や
か
に
推
進
す
る
こ
と
。

三　

医
療
保
険

　

⑴ 　

公
的
国
民
皆
保
険
制
度
を
堅
持
す
る
こ
と
。
皆
保
険
の
崩
壊
に
つ
な
が

る
「
混
合
診
療
」
を
導
入
し
な
い
こ
と
。
一
部
例
外
的
な
扱
い
で
あ
る

「
先
進
医
療
・
治
験
・
患
者
申
出
療
養
」
に
つ
い
て
は
近
い
将
来
の
保
険

収
載
を
基
本
と
し
、
厳
格
に
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
。

　

⑵ 　

高
齢
者
医
療
制
度
改
革
会
議
報
告
に
基
づ
き
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
か
わ
る
新
た
な
制
度
を
作
る
こ
と
。
低
所
得
者
に
対
す
る
後
期
高
齢
者

保
険
料
特
例
軽
減
は
、
本
則
の
軽
減
措
置
を
拡
充
し
て
解
消
す
る
こ
と
。

元
被
扶
養
者
に
対
す
る
保
険
料
特
例
軽
減
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

か
わ
る
新
た
な
制
度
を
作
る
こ
と
に
よ
り
解
消
す
る
こ
と
。

　

⑶ 　

国
保
に
つ
い
て
、
高
齢
者
医
療
制
度
改
革
会
議
報
告
に
沿
い
、
都
道
府

県
が
財
政
運
営
を
担
当
し
市
区
町
村
が
保
険
給
付
・
保
険
料
の
賦
課
徴

収
・
資
格
管
理
を
担
当
す
る
な
ど
、
両
者
の
連
携
で
保
険
者
機
能
を
強
化

す
る
方
向
で
制
度
を
改
革
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
円
滑
に
推
進
す

る
た
め
国
に
よ
る
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　

⑷ 　

応
能
負
担
原
則
に
沿
い
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
総
報
酬
割
化
を
計
画

的
・
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
。

　

⑸ 　

受
診
頻
度
の
少
な
い
加
入
者
に
対
し
て
、
「
個
人
に
対
す
る
健
康
・
予

防
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」
を
名
目
と
す
る
保
険
料
軽
減
を
実
施
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
保
険

　

⑴ 　

予
防
訪
問
介
護
・
予
防
通
所
介
護
に
つ
い
て
、
新
総
合
事
業
へ
の
移
行

を
撤
回
し
、
従
来
の
予
防
給
付
に
戻
す
こ
と
。

　

⑵ 　

要
介
護
認
定
に
つ
い
て
、
新
規
・
更
新
と
も
現
行
シ
ス
テ
ム
で
の
判
定

方
式
を
継
続
す
る
こ
と
。
新
総
合
事
業
移
行
に
関
連
し
て
示
し
た
「
基
本

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
を
要
介
護
認
定
申
請
前
段
に
位
置
付
け
る
方
針
は
申

請
権
の
侵
害
に
な
る
の
で
撤
回
す
る
こ
と
。

　

⑶ 　

重
度
化
防
止
の
観
点
か
ら
中
・
軽
度
者
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
介
護
報
酬

を
改
善
す
る
こ
と
。
要
支
援
者
サ
ー
ビ
ス
（
予
防
訪
問
介
護
・
予
防
通
所

介
護
）
の
介
護
報
酬
を
切
り
下
げ
な
い
こ
と
。
訪
問
介
護
の
単
位
時
間
を

三
〇
分
か
ら
さ
ら
に
細
分
化
し
な
い
こ
と
。
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
配

置
基
準
を
引
き
下
げ
な
い
こ
と
。

　

⑷ 　

医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
暮
ら
し
の
場
を
整
備
・
充
実
す

る
こ
と
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
夜
間
の
職
員
配
置
を
改
善
す
る
こ

と
、
集
団
規
模
・
ユ
ニ
ッ
ト
数
拡
大
に
よ
り
施
設
を
大
規
模
化
さ
せ
な
い

こ
と
。
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
に
つ
い
て
居
室
以
外
の
ス
ペ
ー
ス
を
居
室
と
み

な
す
便
宜
措
置
を
講
じ
な
い
こ
と
。
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
多

床
室
の
入
居
者
負
担
を
増
額
し
な
い
こ
と
。

　

⑸ 　

従
事
者
の
処
遇
を
改
善
す
る
た
め
に
介
護
報
酬
（
処
遇
改
善
加
算
・

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
）
を
改
善
し
、
加
算
が
確
実
に
従
事
者
に

分
配
さ
れ
る
方
策
を
講
ず
る
こ
と
。
こ
の
た
め
、
事
業
者
ご
と
の
人
件
費

比
率
の
公
開
を
求
め
る
こ
と
。

　

⑹ 　

認
知
症
高
齢
者
に
起
因
す
る
損
害
に
つ
い
て
、
賠
償
責
任
を
家
族
に
負

わ
せ
る
こ
と
な
く
社
会
的
な
賠
償
制
度
を
設
け
る
こ
と
。

　

⑺ 　

二
七
年
度
実
施
を
め
ざ
す
第
三
期
介
護
給
付
適
正
化
事
業
に
つ
い
て
は
、

過
去
に
見
ら
れ
た
給
付
抑
制
の
た
め
の
「
国
の
締
め
付
け
」
「
自
治
体
の

暴
走
」
が
生
じ
な
い
よ
う
検
討
・
実
施
す
る
こ
と
。
特
に
要
介
護
認
定
へ

の
介
入
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
。

　

⑻ 　

介
護
保
険
と
相
互
補
完
す
る
位
置
づ
け
で
老
人
福
祉
法
に
よ
る
施
策
を

再
整
備
・
充
実
す
る
こ
と
。
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
居
住
環
境
を
改
善
す
る

と
と
も
に
、
養
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
に
は
措
置
控
え
を
す
る
こ
と
な

く
利
用
を
決
定
す
る
こ
と
。

五　

生
活
保
護

　

二
〇
一
三
年
八
月
・
二
〇
一
四
年
四
月
に
切
り
下
げ
た
生
活
保
護
基
準
を
復

元
す
る
こ
と
。
二
〇
一
五
年
四
月
に
予
定
し
て
い
る
住
宅
扶
助
・
冬
期
加
算
の

切
り
下
げ
を
撤
回
す
る
こ
と
。

六　

税

　

⑴ 　

年
金
課
税
に
つ
い
て
、
年
金
の
生
活
維
持
機
能
を
損
な
わ
な
い
こ
と
を

前
提
に
し
て
、
応
能
負
担
の
原
則
に
沿
う
体
系
的
提
案
に
よ
り
国
民
の
合

意
形
成
を
図
る
こ
と
。

　

⑵　

法
人
税
の
実
効
税
率
を
引
き
下
げ
な
い
こ
と
。 

以　

上　

　
退
職
者
連
合
は
今
年
、
初
め
て
の
取
り
組
み
と
し
て
春
の
通
常
国
会
の
時
期
に
政
策
制
度
要
求
を
掲
げ
て
政
府
及
び
政
党
に
働
き
か
け
る
。
従
来

の
年
間
要
求
に
付
加
し
て
春
の
国
会
む
け
要
求
で
運
動
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
も
の
。
各
組
織
・
地
域
で
の
取
組
強
化
が
期
待
さ
れ
る
。
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　一　

公
的
年
金
制
度
全
体
に
お
け
る
年
金
積
立
金
の
位
置
づ
け
、
運
用
の
目
的

　

共
済
年
金
を
含
む
公
的
年
金
制
度
全
体
の
財
政

状
況
は
、
二
〇
一
四
年
度
予
算
ベ
ー
ス
で
保
険
料

三
四
・
三
兆
円
に
対
し
て
給
付
は
五
三
・
九
兆
円
、

国
庫
負
担
は
一
一
・
八
兆
円
と
な
っ
て
お
り
、
足

り
な
い
分
を
年
金
積
立
金
（
一
五
四
・
五
兆
円
）

を
運
用
し
て
賄
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
厚
生
年

金
・
国
民
年
金
の
年
金
積
立
金
約
一
三
〇
兆
円
を

厚
生
労
働
大
臣
か
ら
寄
託
を
受
け
て
管
理
・
運
用
し
て
い
る
の
が
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
で

あ
る
。
運
用
実
績
は
自
主
運
用
を
開
始
し
た
二
〇
〇
一
年
度
以
降
の
一
三
年
間

の
平
均
で
二
・
五
二
％
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
と
な
っ
た
二
〇
〇
六
年
度
以
降
の
八
年
間

の
平
均
で
二
・
七
八
％
と
、
財
政
計
算
（
財
政
検
証
）
上
の
前
提
を
い
ず
れ
も

上
回
っ
て
い
る
。

　

運
用
の
目
的
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
で
「
積
立
金
が
厚
生
年
金
保
険
の
被
保

険
者
か
ら
徴
収
さ
れ
た
保
険
料
の
一
部
で
あ
り
、
か
つ
、
将
来
の
保
険
給
付
の

貴
重
な
財
源
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
特
に
留
意
し
、
専
ら
厚
生
年
金
保
険

の
被
保
険
者
の
利
益
の
た
め
に
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
、
安
全
か
つ
効
率
的
に

行
う
」
と
さ
れ
、
国
民
年
金
法
で
も
同
様
の
規
定
が
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、

Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
法
で
は
「
中
期
計
画
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
」
と
あ
り
、
そ
の
一
つ
に
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
が
あ
る
。
な
お
、
同
法
で

は
「
年
金
積
立
金
の
運
用
が
市
場
そ
の
他
の
民
間
活
動
に
与
え
る
影
響
に
留
意

し
つ
つ
、
安
全
か
つ
確
実
を
基
本
と
し
」
と
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
度
、

リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
が
あ
り
な
が
ら
も
、
安
全
か
つ
確
実
な
運
用
に
よ
り
マ

イ
ナ
ス
九
・
三
兆
円
の
損
失
で
済
ん
だ
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
る
。

二　

財
政
検
証
の
仕
組
み
、
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
と
の
関
係

　

公
的
年
金
制
度
は
、
二
〇
〇
四
年
改
正
で
「
保
険
料
収
入
」
「
積
立
金
」
「
国

庫
負
担
」
か
ら
成
る
負
担
が
固
定
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、
「
一
〇
〇
年
安
心
の

年
金
」
を
謳
い
文
句
に
、
負
担
と
給
付
が
お
お
む
ね
一
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
バ

ラ
ン
ス
し
て
い
け
る
か
五
年
お
き
に
点
検
す
る
の
が
財
政
検
証
で
あ
る
。
財
政

検
証
に
あ
た
っ
て
は
「
物
価
上
昇
率
」
「
賃
金
上
昇
率
」
「
長
期
金
利
」
等
の
経

済
前
提
が
複
数
設
定
さ
れ
る
。
二
〇
一
四
年
財
政
検
証
で
は
、
「
足
下
一
〇
年

の
経
済
前
提
」
は
内
閣
府
が
二
〇
一
四
年
一
月
に
公
表
し
た
「
中
長
期
の
経
済

財
政
に
関
す
る
試
算
」
の
「
経
済
再
生
ケ
ー
ス
」
と
「
参
考
ケ
ー
ス
」
に
準
拠

し
た
二
ケ
ー
ス
、
ま
た
、
そ
れ
以
降
の
「
長
期
の
経
済
前
提
」
は
前
者
に
接
続

す
る
Ａ
～
Ｅ
と
後
者
に
接
続
す
る
Ｆ
～
Ｈ
の
合
計
八
ケ
ー
ス
が
設
定
さ
れ
た
。

こ
の
財
政
検
証
結
果
を
踏
ま
え
て
厚
生
労
働
大
臣
が
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
に
「
中
期
目

標
」
を
示
し
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
が
運
用
委
員
会
で
の
審
議
を
経
て
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
を
含
む
「
中
期
計
画
」
案
を
策
定
し
、
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
で
の

審
議
等
を
経
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
可
を
行
う
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

三　

問
題
だ
ら
け
の
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
見
直
し

　

風
向
き
が
変
わ
っ
た
の
が
「
日
本
再
興
戦
略
（
二
〇
一
三
年
六
月
一
四

日
）
」
で
あ
る
。
「
公
的
・
準
公
的
資
金
に
つ
い
て
、
各
資
金
の
規
模
や
性
格
を

踏
ま
え
、
運
用
（
分
散
投
資
の
促
進
等
）
、
リ
ス
ク
管
理
体
制
等
の
ガ
バ
ナ
ン

ス
、
株
式
へ
の
長
期
投
資
に
お
け
る
リ
タ
ー
ン
向
上
の
た
め
の
方
策
等
に
係
る

横
断
的
な
課
題
に
つ
い
て
、
有
識
者
会
議
に
お
い
て
検
討
を
進
め
、
本
年
秋
ま

で
に
提
言
を
得
る
」
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
「
『
日
本
再
興
戦
略
』
改
訂
二
〇
一

四
」
で
、
「
運
用
の
改
革
は
、
専
ら
被
保
険
者
の
利
益
の
た
め
に
行
う
も
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
運
用
が
結
果
的
に
成
長
へ
の
投
資
、
ひ
い
て
は
日
本
経
済
に

貢
献
し
、
経
済
の
好
循
環
実
現
に
も
つ
な
が
る
」
と
さ
れ
た
。

　

そ
も
そ
も
財
政
検
証
に
つ
い
て
、
向
こ
う
一
〇
〇
年
を
見
通
す
こ
と
な
ど
不

可
能
で
あ
る
（
人
口
推
計
は
五
〇
年
先
ま
で
）
。
ま
た
、
財
政
検
証
は
時
の
政

権
の
政
策
に
よ
る
影
響
を
排
除
で
き
ず
、
中
立
性
の
確
保
と
い
う
点
で
非
常
に

問
題
の
あ
る
仕
組
み
で
あ
り
、
事
実
、
今
回
の
経
済
前
提
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を

意
識
し
た
内
閣
府
試
算
が
大
も
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
「
長
期
の
経

済
前
提
」
の
う
ち
、
特
に
ケ
ー
ス
Ａ
で
は
バ
ブ
ル
期
の
よ
う
な
成
長
が
延
々
と

続
く
シ
ナ
リ
オ
が
描
か
れ
、
あ
り
得
な
い
よ
う
な
「
賃
金
上
昇
率
」
や
「
長
期

金
利
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
Ａ
を
含
め
て
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に

対
応
す
る
の
が
今
回
の
運
用
目
標
「
名
目
賃
金
上
昇
率
＋
一
・
七
％
」
な
の
で

あ
る
。

　

こ
う
し
て
二
〇
一
四
年
一
〇
月
三
一
日
、
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
が
変
更
さ

れ
た
が
、
ま
ず
政
府
が
「
日
本
再
興
戦
略
」
な
ど
で
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
趣

旨
を
逸
脱
し
、
専
ら
被
保
険
者
の
利
益
の
た
め
で
は
な
く
、
経
済
成
長
の
た
め

に
運
用
の
見
直
し
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
が
背
景
に
あ
る
中
で
の
変
更
で
あ
り
、

目
的
が
問
題
で
あ
る
。
次
に
、
こ
れ
ま
で
安
全
資
産
と
さ
れ
て
き
た
国
内
債
券

の
比
率
を
大
幅
に
引
き
下
げ
る
一
方
、
国
内
外
の
株
式
の
比
率
を
と
も
に
大
幅

に
引
き
上
げ
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
エ
ク
イ
テ
ィ
や
不
動
産
等
に
よ
る
分
散
投
資
を

よ
り
進
め
る
こ
と
と
す
る
な
ど
、
リ
ス
ク
性
資
産
割
合
を
高
め
た
変
更
で
あ
り
、

内
容
が
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
保
険
料
拠
出
者
で
あ
る
労
使
や
国
民

に
対
す
る
十
分
な
説
明
を
欠
い
た
ま
ま
で
の
変
更
で
あ
り
、
進
め
方
が
問
題
で

あ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
複
数
の
専
門
家
が
一
年
間
の
保
険
料
水
準

に
匹
敵
す
る
三
〇
兆
円
規
模
の
損
失
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
当
初
よ
り
指

摘
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
政
府
は
明
言
を
避
け
続
け
た
。
株
式
比

率
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
問
題
と
い
う
人
は
多
く
、
連
合
も
基
本
的
に
は
そ
の
よ

う
な
考
え
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
以
上
に
、
経
済
成
長
と
い
う
言
わ
ば
目
的
外

利
用
の
た
め
に
被
保
険
者
の
意
思
を
確
認
し
な
い
ま
ま
（
後
述
の
と
お
り
そ
も

そ
も
確
認
す
る
術
が
な
い
中
で
）
貴
重
な
年
金
給
付
の
財
源
を
こ
れ
だ
け
の
リ

ス
ク
に
さ
ら
し
、
し
か
も
、
そ
の
こ
と
を
正
々
堂
々
と
説
明
し
て
い
な
い
こ
と

が
一
番
の
問
題
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

四　

被
保
険
者
の
意
思
は
ど
こ
に
？　

年
金
積
立
金
は
だ
れ
の
も
の
か

　

Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
運
用
委
員
会
に
は
連
合
と
経
団
連
の
推
薦
委
員
も
参
画
し
て
い
る

が
、
法
的
な
位
置
づ
け
は
あ
く
ま
で
も
学
識
経
験
者
で
あ
り
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
と
し
て
参
画
で
き
る
形
態
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
Ｇ

Ｐ
Ｉ
Ｆ
に
は
保
険
料
拠
出
者
で
あ
る
被
保
険
者
の
意
思
を
反
映
で
き
る
ガ
バ
ナ

ン
ス
体
制
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
四
日
、
社
会
保

障
審
議
会
年
金
部
会
の
下
に
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
検
討
作
業
班
」
が
設
置
さ
れ
、
議

論
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
「
有
識
者
会
議
」
委
員
だ
っ
た
専
門
委
員
の
主
張
か

ら
は
「
運
用
を
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
切
り
離
し
た
い
」
、
「
中
期
計
画
を
『
認

可
』
で
は
な
く
『
報
告
』
で
済
ま
せ
た
い
」
、
「
投
資
委
員
会
の
よ
う
な
各
種
委

員
会
を
つ
く
っ
て
権
限
を
委
譲
さ
せ
、
意
思
決
定
機
関
を
形
骸
化
さ
せ
た
い
」
、

「
意
思
決
定
と
執
行
を
完
全
に
分
離
さ
せ
て
自
由
に
運
用
し
た
い
。
Ｃ
Ｅ
Ｏ
等

執
行
部
の
責
任
を
免
れ
た
い
」
と
い
う
狙
い
が
透
け
る
。
連
合
は
「
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ

は
公
的
年
金
制
度
の
一
部
。
厚
生
労
働
省
が
関
与
す
る
の
は
当
然
。
意
思
決
定

機
関
に
労
使
代
表
が
入
る
の
は
当
然
で
か
つ
過
半
数
を
占
め
る
べ
き
。
意
思
決

定
機
関
に
は
執
行
機
関
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
等
も
入
る
べ
き
。
外
枠
に
各
種
委
員
会
を
設

け
る
こ
と
に
は
反
対
。
専
門
家
が
執
行
機
関
等
に
入
る
と
す
れ
ば
、
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
排
除
の
観
点
か
ら
完
全
に
企
業
・
団
体
籍
を
外
す
、
あ
る
い
は
一
定

期
間
務
め
あ
げ
た
ら
同
じ
業
界
に
何
年
間
か
戻
ら
な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
の
措

置
が
必
要
」
と
主
張
し
て
き
た
。

　

結
局
、
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
検
討
作
業
班
」
で
は
労
使
・
有
識
者
の
反
対
に
よ
っ

て
「
報
告
書
」
の
と
り
ま
と
め
は
行
わ
れ
ず
、
二
〇
一
五
年
一
月
二
三
日
の
年

金
部
会
に
「
議
論
の
要
約
」
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
連
合
と
経
団
連

の
委
員
が
「
被
保
険
者
の
代
表
の
意
思
が
確
実
に
反
映
さ
れ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
構

造
を
構
築
す
べ
き
」
と
い
っ
た
内
容
を
柱
と
す
る
共
同
の
意
見
書
を
提
出
し
、

他
の
委
員
か
ら
支
持
す
る
意
見
が
数
多
く
出
さ
れ
、
再
び
と
り
ま
と
め
に
は
至

ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
政
府
、
業
界
関
係
者
は
今
通
常
国
会
に
関
連
法
案
を

提
出
す
る
姿
勢
を
崩
し
て
い
な
い
。
年
金
積
立
金
は
だ
れ
の
も
の
か
。
連
合
は
、

そ
れ
を
合
言
葉
に
、
引
き
続
き
本
部
・
構
成
組
織
・
地
方
連
合
会
一
体
と
な
っ

て
取
り
組
み
を
展
開
し
て
い
く
。 

以　

上　

　
一
月
二
八
日
に
地
公
退
・
自
治
退
合
同
幹
部
学
習
会
を
開
催
し
、
連
合
の
総
合
政
策
局
生
活
福
祉
局
・
照
沼
光
二
部
長
か
ら
年
金
積
立
金
の
運
用

に
つ
い
て
講
演
を
受
け
、
有
意
義
な
学
習
会
と
な
っ
た
。
講
師
か
ら
当
日
の
講
演
要
旨
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
た
だ
い
た
。


